
 

「平成28年度診療報酬改定について[概要版]」スライド 

（平成28年3月5日 日本医師会常任理事 松本 純一） 

 

〔主な修正点〕 

 

ページ 訂正前 訂正後 

P.102,112,203, 

209.270 

 パワーポイントからＰＤＦ化した際に生じ

たズレを修正（内容には変更なし） 

P.106  参考資料（白本）のページ数を修正 

P.89 関係団体主催の研修を終了していること。

（経過措置１年） 

関係団体主催の研修を終了していること。 

P.114 ⑤（要介護３の患者＋重症患者） ⑤（要介護３以上の患者＋重症患者） 

P.206 １回１４日分、３０日分又は９０日分を限

度とする 

１回１４日分※１、３０日分※２又は９０日

分※３を限度とする 


